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****生年月日生年月日生年月日生年月日

学校学校学校学校････勤務先等勤務先等勤務先等勤務先等

****自宅電話番号自宅電話番号自宅電話番号自宅電話番号
 自宅 自宅 自宅 自宅FAXFAXFAXFAX番号番号番号番号

電話番号： FAX番号：

@@@@

入会入会入会入会のののの動機動機動機動機

「数検」取得階級

階級①

階級②

                    ****氏名氏名氏名氏名
フ リ ガ ナ

****ローマローマローマローマ字字字字

****住所住所住所住所

       ○をつけてください

　　 男  ・  女 

FAMILY NAME　（姓） GIVEN NAME  （名）

　西暦 １９　　　　年　　　　　月　　　　　日    （満　　　　 歳）

（学年　　　 年）

※携帯電話以外のメールアドレスをご記入ください。

「数検」に関する情報などのメールをお送りしてもよろしいですか?  （   はい  ・  いいえ   ）
※未成年の方は必ず保護者の同意を得てください。

　　　　　　　　　　印

級

実物過去問題実物過去問題実物過去問題実物過去問題
希望階級希望階級希望階級希望階級

（（（（会員特典会員特典会員特典会員特典））））

（申込日　　　　　年　　　　月　　　　日）

私は、会員規約を承認の上｢数検｣会員の入会を下記のとおり申し込みます。

（〒　　　　－　　　　　　　）　※都道府県名からできるだけ詳しくご記入ください。

　　　　　　　　  都道　　　　　　　　　市区
　　　　　　　 　 府県　　　　　　　　　  郡

（マンション・建物名など）

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス

保護者氏名保護者氏名保護者氏名保護者氏名

「数検」会員新規入会申込書
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「数検」会員新規入会申込方法
以下の①・②いずれかの振込先に年会費年会費年会費年会費3333,,,,500500500500円円円円をお振込みのうえ、受領書受領書受領書受領書ののののコピーコピーコピーコピーと「「「「数検数検数検数検」」」」会会会会
員新規入会申込書員新規入会申込書員新規入会申込書員新規入会申込書(必要事項をご記入ください)の２点を宛先まで郵送してください。
（※郵便事故等については、当協会は一切の責任を負いません。）

  【 振込先 】①三菱東京UFJ銀行 金町支店（普通）0852297085229708522970852297　　　　口座名義:(財)日本数学検定協会 会員係

　　　　　　　②郵便振替口座（口座番号）00130001300013000130----1111----540804540804540804540804　　　　加入者名:財団法人日本数学検定協会会員係
　【 宛　先 】〒125-8602  東京葛飾新宿郵便局私書箱13号  (財)日本数学検定協会 会員係

「数検」　１級　準1級　２級　準2級　３級　４級　５級　６級　７級　８級
「児童数検」　　Ｇ１級　　Ｇ２級　　Ｇ３級　　Ｇ４級　　Ｇ５級　　Ｇ６級
「通信検定」　  『ｸﾞﾘｰﾝ･ｼﾙﾊﾞｰ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ』ｺｰｽ  『ｶﾞﾘﾚｵ･ﾆｭｰﾄﾝ･ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝ』ｺｰｽ

（注意）実物過去問題希望階級が無記入の場合、ご連絡がない限り、無効と
　　　　させていただきます。あらかじめ、ご了承ください。

【会員規約】　「数検」会員制度によって、数学を学習することの楽しさを普及啓発するとともに、学習数学に興味・関心をもつ人々が親睦を深めるきっかけとなり、もって公益性に資する。
第１条 （会員）① 会員とは本規約を承認の上、「数検」会員への入会申込みをし、財団法人日本数学検定協会（以下「当協会」）が入会を認めた方のことをいいます。② 会員の入会申込みは次の要件を
満たす方に限ります。イ） 原則として20歳以上の方。（未成年者については保護者の同意が必要です。）ロ） 所定の入会申込書に氏名、生年月日、住所、電話番号を記入した方。
第２条 （会員特典・サービス）① 会員の年間基本特典は次のとおりとし、その他の「数検」情報や講習会などについては、当協会から会員に随時通知・告知するものとします。イ） 数学マガジン
「MathMath」が定期的に届きます。ロ） 情報誌「ジェイマ」が定期的に届きます。ハ） 「数検」「児童数検」「通信検定」の内、年3回（各回2階級分）の実物過去問題<模範解答付>が届きます。② 会員
は、地域・日程などの諸事由により、基本特典以外の一部の特典・サービスが利用できない場合があります。③ 当協会は、特典・サービス及びその内容を変更することがあります。
第３条 （年会費）① 会員の年会費は3,500円とし、会員資格有効期間は、1月1日から同年12月31日までの1年間とします。会員は、次年度の更新をする場合、会員資格有効期間内の11月1日から翌年の２月
最終日までの間に次年度年会費3,500円を当協会の指定する銀行口座もしくは郵便振替口座に振込み、その受領書のコピーと所定の更新申込書を当協会に郵送するものとします。この更新手続きを行った場
合のみ、次年度の会員資格が発生します。（新規入会申込みは随時受付ています。）②12月1日から同月31日の間の新規入会申込みは翌年1月1日から同年12月31日までを会員資格有効期間とし、年会費は
3,500円、年間基本特典は第2条①のとおりとします。③ 当協会は、年会費の使途について、会員に対し報告する義務を負いません。④ 当協会は、会員の振込み済みの年会費について、会員の退会または
会員資格の喪失となった場合、その他理由のいかんを問わず返還しないものとします。
第４条 （届出事項の変更）① 会員は、入会申込書に記入した諸事項が変更になった場合、当協会にファクス（03-5660-5775）でその変更内容を速やかに届出るものとします。② 当協会は、前項①の届出
がないために当協会から会員への通知、送付物等が延着、または不着となった場合も、通常到着すべき時期に会員に到着したものとみなし、これに対する補償はしません。ただし、当協会がやむをえない
事情があると判断した場合は、この限りではありません。
第５条 （退会）① 会員は、会員資格有効期間内に退会を希望する場合、退会理由を明記の上、当協会にファクス（03-5660-5775）でその旨を届出るものとします。
第６条 （除名）① 当協会は、以下のいずれかに該当する会員に対し、事前に通知・告知することなく除名措置をとる場合があります。イ） 会員が、当協会または「数検」会員制度に対し、名誉を毀損す
る恐れがある場合、もしくは法律に違反するような行為をとった場合。ロ） 当協会から会員への通知、送付物等が三度にわたって不着となった場合。
第７条 （個人情報の収集・保有・利用・委託）① 当協会は、会員の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」の原則に基づき、必要な保護措置をとった上で、次の目的のために利用すること
があります。イ） 会員特典・サービス等の提供ロ） マーケティング活動、企画開発ハ） 「数検」に関する情報の連絡・通知ニ） 「数検」サービスのための調査・分析② 当協会は、第三者の業務委託先
に、業務の遂行に必要な範囲内で会員の個人情報を預託することがあります。この場合、当協会は業務委託先に対し、個人情報に関する諸規定を遵守し、その管理を行う旨の契約条項を義務付けます。
第８条 （本規約の変更）① 社会情勢その他諸般の状況の変化など、当協会が相当の事由があると認めた場合は、当協会が会員に通知・告知することにより、本規約を変更できるものとします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2006年12月1日改定）

階級①、階級②は別のものをご記入ください。
「児童数検」「通信検定」のご希望は、最大で
2回×2階級分まででお願いいたします。


